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会議顛末書 

 記 録 者 主幹 仲村尭之 

供 覧 

市 長 副 市 長 部 長 課 長 課長補佐 
主 査 

係 長 
グループ員 

       

件 名 令和４年５月定例庁議 

年 月 日 令和４年５月９日（月） 

時 間 午前９時～午前１１時 

場 所 ３階庁議室 

欠 席 者 なし 

内 容 

１ 不法占拠事案について［財政課］【審議事項】 

・ 資料に基づき財政課より説明を行った。 

 

《主な意見・質疑等》 

・ 訴訟による場合と訴訟によらない場合では，今後どのような動きになることが想

定されるか。 

 ⇒ 訴訟による場合，強制執行により建物を解体することが想定されるが，その場

合は市が多額の費用を立て替えることが見込まれる。一方，訴訟によらない場合，

建物の売却に向けて動くことになるが，所有者の同意が得られるか，当該案件を

引き受けてくれる不動産事業者が現れるかといった懸念がある。 

・ 市が直接当該建物の買い手を探すのか。 

 ⇒ 市は土地所有者としての権利を有するのみのため，地上権の売買等に直接関与

することはできない。そのため，弁護士を通じて不動産市場に当該物件を流通さ

せ買い手を募ることになる。 

・ 売却の際にはどのような条件を付すことになるのか。 

 ⇒ 市の借地条件等を付すこととするが，条件の詳細については，今後の対応方針

が固まった後，弁護士と相談しながら決めていきたいと考えている。  

 ・ 建物を無くし，不法占拠状態を解消したいというのが最大の目的である。そのた

め，現在と同様の条件でのみ売却及び使用を認めるという方針では売却は難しいの

ではないか。その一方で，売却後の活用方法については，牛久沼感幸地構想との整合

性にも配慮しなければならないと思われる。 

 ・ 解決に向けて最善の方法で対応していただきたい。 

 

《協議結果》 

・ 了承 

 

２ 市民活動支援制度の見直しについて［コミュニティ推進課］【審議事項】 

・ 資料に基づきコミュニティ推進課より説明を行った。 

 

《主な意見・質疑等》 

 ・ 新潟県長岡市では，市民活動が大変積極的に行われている状況で，成功事例である

と認識している。ぜひ参考にしていただきたい。 

 ・ 当制度による支援を受けた団体は，事業を継続して行えているのか。 

⇒ 多くの事業は単年度で終了している状況である。事業を継続的に行っていただ

きたいという狙いはあるものの，補助金がなくなれば事業終了になってしまう。 

 ・ 過去に当制度により提案された事業を受け持ったことがあるが，結果として担当課

が事業の大半の業務を担うこととなり，大変な負担であったことに加え，提案者とし
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ての事業継続性が見受けられなかった。そうした経験もあることから，当制度は見直

すべきだと考える。 

 ・ 今後は補助申請年度内の事業実施が条件となるとのことだが，年度当初に事業を実

施したい場合だと申請が難しいこともあるので，柔軟性を持たせた運用としていた

だきたい。 

 

《協議結果》 

・ 了承 

 

３ 龍ケ崎市地域包括支援センター運営事業業務委託について［健幸長寿課］【審議事項】 

・ 資料に基づき健幸長寿課より説明を行った。 

 

《主な意見・質疑等》 

 ・ 今後，市の包括支援センターの扱いはどうなるのか。 

  ⇒ 全ての業務が委託できるわけではないので，市として担当となる部署は必要と

なってくる。 

・ 現在，包括支援業務を担っている専門職員は任期付き職員として雇用していると

のことだが，包括支援業務を外部委託とした場合，それらの任期付き職員の扱いは

どうなるのか。 

⇒ 詳細は今後検討していく。 

 

《協議結果》 

・ 了承。 

 

４ 新保健福祉施設整備事業及び新長戸コミュニティセンター建設事業について 

［企画課・コミュニティ推進課］【審議事項】 

・ 資料に基づき企画課及びコミュニティ推進課より説明を行った。 

 

《主な意見・質疑等》 

 ・ 新保健福祉施設について，ゼブ(ZEB：Net Zero Energy Building)に対応した施設

とする場合，建設費はどの程度上乗せさるのか。 

  ⇒ 工事費全体の 10パーセント程度の上乗せを見込んでいる。 

 ・ 新長戸コミュニティセンターについて，今年度に実施設計を進めていくとのことだ

が，道路整備課において当センター前道路の拡幅に着手しており，当センターの開設

に合わせて舗装をかけていくかといった話も出ているので，今後のスケジュール等

について共有をお願いしたい。 

 

《協議結果》 

・ 了承 

 

 

５ その他 

⑴ 新型コロナウイルス関連臨時給付金の今後のスケジュールについて 

・ 福祉部長より説明があった。 

⑵ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について 

・ 市長公室長より説明があった。 

要 措 置 事 項  

情 報 公 開  公  開  

非公開（一部非公開

を含む）とする理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第９条 号該当） 

公開が可能となる時

期（可能な範囲で記

入） 

年  月  日 


